
 

 

 

 

 

 

                                令和６年 10月吉日 

合理的配慮ってどういう意味？？ 

 

先日、特別支援教育士資格認定協会のセミナーにて、「合理的配慮」ということにつ

いて改めてお話を聞く機会がありましたので、今日は「合理的配慮」についてお話しま

す。「合理的配慮」は、個々の子どもによって異なるものです。下の図を見てください。 

 

 

 

みんながゾウを見るために、配慮をすることが支援です。 

ここでの【合理的配慮】とは、左の絵のように【公正】になる場合を言います。 

「配慮がない状態」では、見えない子がいるし、「平等」に支援したとしても、見え

ない子にとっては、支援が行き届いていないわけです。そこで、特別支援が必要なこと

を【合理的配慮】と言います。私たちは誰にでも「平等」に接することが良いと思いが

ちですが、本当の配慮とは、「公正」な特別支援ができることをいいます。 

クラスの中に、【平等】という名で支援が行き届いていない子はいないでしょうか？ 

 

八幡小まほろば通信 NO.７    発行者 松村幸子 

ほっとたいむ 
 



学校で行える合理的配慮を考えよう 

 

学校で行える「合理的配慮」のポイントは２つです。 

➀「配慮を受ける本人にとって」合理的ということ 

子どもが望んでいない配慮や子どもの力を発揮できないような過剰な配慮は該当し

ません。配慮を必要とする子どもにとって【必要かつ適当】であることが大切です。 

②「配慮する側」にとって合理的であること 

必要な配慮をしようとした時に、支援者に過度な負担がある場合や周囲の人たちに困

難さが生じる場合などは、合理的配慮の範疇を超えていると判断されます。お金や時間、

環境などの面で難しさがある場合もあります。 

 

そこで学校での【合理的配慮】は、「授業の中で生じる、困りごと・障壁を取り除くため

の調整や変更を受けることができる」ことを探していくと良いです。 

参考例をいくつか挙げておきますので、合理的配慮について、子どもたちのために考えて

いけるといいですね。 

 

 
 

合理的配慮は、一人一人の状態や教育的ニーズなどを踏まえて、学校と本人・保護者の合

意の上で決定し、提供されるように調整していくものです。 

お子さんにどういう困難さがあるのか、どのような配慮を必要とするのかは、２学期も成

長ファイルの懇談会がありますので、その時にまた担任の先生や通級担当者とともに、一緒

に考えていきましょう。 

 


